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令和８年度 大型連休の過ごし方について  

 

今年も大型連休を迎える時期となりました。この期間は、学校生活から離れ、家庭での生活が

中心となってきます。家庭・社会の一員としての自覚を深め、連帯感を強めることのできる良い

機会です。一方、年度初めの緊張感から開放され、心のゆるみが生じやすい時期でもあります。 

GW の生活については、子どもたちには十分な指導をしてまいりますが、保護者の皆様には、

下記の事項を念頭におかれ、子どもたちにとって有意義な連休となるようご配慮をお願いします。 

 

記 

 

（1） 夜更かし・朝寝坊が懸念される時期です。規則正しい生活をさせてください。 

（2） 計画的な学習をさせ、自主学習などに取り組ませてください。 

（3） 金銭や物品等を大切にする習慣をつけさせてください。 

（4） 家族間の意志疎通を図るようお願いいたします。 

（5） 外出する時は、必ず行き先・帰宅時間・同伴者などを家の人に告げる習慣をつけさせてく

ださい。 

（6） 中学生の非行の芽は、外泊により交友関係が広がり、助長されると言われます。子どもた

ちを友人宅へ泊まらせたり、また、友人を泊めたりしないようにしてください。 

（7） 川遊び・沖釣り等は、危険ですので、必ず保護者同伴でお願いします。 

（8） 自転車やスケボーの使用に関しては、交通マナーを守ることや私有地での使用をしないこ

となど、十分に気を付けるようにご指導ください。 

（9） ゲームセンター・カラオケボックス・ビリヤード・ボウリング・インターネットカフェ等

の遊戯施設の利用については、生徒だけでの利用は禁止しています。また、保護者同伴で

あっても下記の時間以降は長崎県青少年保護育成条例等により利用できません。 

カラオケボックス等その他の施設：午後１１：００以降 

（10） 携帯電話などに関わる事件・事故が市内でも発生しています。情報モラルの向上に努める

とともに、SNS 等での誘い出し等には応じないようにご指導ください。なお、長崎県少

年保護育成条例の一部改正に伴い、携帯電話等インターネット利用機器に関して、フィル

タリング機能の利用が努力義務として課せられています。 

（11） 佐世保市内外での声かけ事案も多発しています。前述のとおり、外出時には、十分注意す

るようご家庭でのご指導をお願いいたします。 

 

 

 なお、万が一、事故などがあった場合は、直ちに学校に連絡をしてください。 

大野中学校 メールアドレス：oonojh21@gmail.com 

      ※学年・組・氏名と事故内容等を入力してください。 
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